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◎開議の宣告 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ただいまの出席委員数は35人でございます。定足数に達しておりま

すので、これより予算特別委員会を再開いたします。 

（午前10時00分） 

                                           

〇委員長（佐々木幹夫君） 本日は、本委員会に付託されました議案第32号から議案第50号まで

の平成19年度特別会計予算議案19件を審議いたします。 

議事の進行につきましては、各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、審議に入ります。 

                                           

 

◎議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 議案第32号、平成19年度南部町学校給食センター特別会計予算を議

題といたします。本案について、説明を求めます。学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） 議案第32号、平成19年度南部町学校給食センター特別会計予算に

ついてご説明いたします。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億2,378万2,000円と定めるものでありま

す。 

７ページをごらんください。歳出から主なものについてご説明いたします。１款給食費、１項

給食費、１目給食管理費、１節報酬７万5,000円は、給食運営委員報酬であります。２節給料、

３節職員手当、４節共済費につきましては、一般職員５名分のものであります。７節賃金286万

4,000円は、臨時調理員３名分の賃金であります。11節需用費2,085万円の主なものにつきまして

は、消耗品費は418万4,000円、燃料費Ａ重油、灯油、ガス等ですけれども761万9,000円、光熱水

費は762万3,000円であります。12節役務費387万1,000円の主なものについては、米飯食器洗浄手

数料234万2,000円であります。 
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８ページをごらんください。13節委託料4,640万4,000円につきましては、給食業務請負委託料

4,346万1,000円でありますが、内訳につきましては、福地給食センター、これは調理業務と運転

業務を委託しているものでありますが、これが1,782万7,000円、名川給食センターにつきまして

も、給食調理業務と運転業務を委託しているものであります。これは2,160万2,000円、それから、

南部給食センター、これは配送業務だけ委託しております。403万2,000円となります。それから、

14節使用料及び賃借料65万1,000円、これは牛乳の保冷庫をリースしているもので、名川中学校

の分であります。これが２台あります。45万4,000円となります。19節負担金補助及び交付金514

万8,000円、これにつきましては、職員の退職手当組合等の負担金509万円が含まれております。

２目給食費、11節需用費１億734万円につきましては、給食材料費であります。 

次に、歳入についてご説明いたします。６ページをごらんください。歳入の分は、１款分担金

及び負担金、１項負担金、１目給食費負担金、１節給食費負担金、これは個人の方々の給食費負

担金であります。内訳につきましては、名川給食センター分882名分として4,253万4,000円、南

部給食センター分は572名分として2,792万2,000円、福地給食センター分は739名分、3,672万

9,000円となります。 

２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１節１億1,659万3,000円、一般会計繰

入金の内訳につきましては、福地給食センター3,937万7,000円、名川給食センター3,920万5,000

円、南部給食センターは3,801万1,000円であります。 

以上で説明を終ります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今、ページは６ページ、１款分担金及び負担金、１項負担金、１目給食

費負担金、１節給食費負担金のことでありますが、名川給食センターほか、２センターについて

の生徒の数は説明にありましたが、それでは、１食何円ぐらいについているのか、小学生、中学

生、幼稚園児も使われているのであれば、１食の単価といいますか、１食分幾らぐらいでつくら

れているのか、お知らせしていただきたいと思います。 

今、ご答弁をいただく前に、まだ合併して間がない状況の中で、各学校の状況などもわからな

いわけですので、予算、決算のときなど、こういう学校の状況がわかる資料なども提出していた

だければなと思っております。決算のときもあるかも知れませんので、これはお願いなり、いつ
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でも資料を出していただけるようにお願いしたいと思います。 

では、まず１点目のご質問の答弁をお願いいたします。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） ただいまの質問にお答えいたします。 

給食費につきましては、小学校が255円、中学校が280円となります。あとは幼稚園の場合は、

小学校と同じくしております。教職員につきましては、中学校と同じくしております。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 次の質問は、８ページの歳出、１款給食費、１項給食費、２目給食費、

11節需用費１億734万円、給食材料費についてでありますが、この給食材料費はどういう形でお

入れになっているのか、また、地元の農家の皆さんからも入れるルートがあるのかどうか、食材

の取り扱いについてご質問いたします。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） ただいまの質問にお答えいたします。 

給食物資の納入の仕方ということですけれども、順序としては、年度当初、広報等で納入業者、

希望業者の募集を最初に行います。それから、その希望によって、希望業者の選定、学校給食用

物資納入業者登録申請書を受け付けます。これは業者の方々どなたでもよろしいです。学校給食

の物資を入れたいという希望の方々が書類、いろいろな書類があります。衛生管理法なんかの店、

スーパー、ストア、商店、そういう食料品を扱っているなどの添付書類を添付して提出してもら

います。それによって、納入業者の方々を指定いたします。それで、毎月使用物資の見積もりを

業者に送付して、毎月の見積もり合わせということになります。ただ、野菜等、いろいろ新鮮な

ものにつきましては、当然町内の業者の方々からできるだけ納めてもらうようにしています。た

だ、給食の専門の冷凍食品等あります。そういうものとか、醤油とか、油とか、これはもうどち

らでも野菜というわけではないので、これらもそれなりの見積もり合わせによって、納入してお
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ります。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今、農家の皆さんからも新鮮な野菜を入れていただいているということ

は大変うれしく思っております。これを企業家の方が請け負って、その農家の皆さんの連携をと

って大規模にやられるとか、そういう特別な学校給食野菜配給センターみたいなのを立ち上げる

とか、そういうようなことにはなってはいないのでしょうか。何か、事業として成り立つのでは

ないかなと思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） お答えいたします。 

地産地消につきましては、いろいろな会議で話し合っております。ただ、今現在は、この前の

会議でも給食物資というのは、地元の野菜とか、そういうのを使いたい。今現在でも町営市場か

ら仲買の方からも直接入れております。ただ、今問題になっているのが、直接直売所、名川チェ

リーセンター、南部、福地、福地は直売所からも入れております。そういういろいろな事務的な

こともありますので、できるだけこの前の話し合いの中では、特定な人だけからじゃあどのよう

にして、個人の人から納めるというのは、うちの方では新鮮な野菜が欲しいんですけれども、納

める方で、だれのものを納めたらいいのかというのが一番問題だ。ですから、そちらの方で取り

まとめてくれれば、直接給食センター、保育所とか、そういうところにも納めてもらえるという

ことで、これからもそういう会議を持ちながら、地産地消も含めて検討して、協議してまいりた

いと思っております。考えております。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。25番、川守田稔君。 

 

〇25番（川守田稔君） おはようございます。 

先ほどの１食当たりが255円と285円でしたっけ、その辺ですね。もう少し給食費高く取って、
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それこそもう少しまともなものを食べさせるという、その感覚とかというのはないものなのかな

という、非常にどこの給食を食べても味気ないというか、いや、確かにそれぞれカロリー計算を

したりとか、その上にああいう給食が出てきているんでしょうけれども、何といいますか、例え

ば地産地消であれば、これは紛れもなく食文化なわけでして、食文化を担う学校給食がああいう

実態で果たしていいものかという、私は常々思っているんですが、ご見解をいただきたい。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） お答えいたします。 

ただいま川守田議員さんが、学校給食というのを試食したことはあると思うんですけれども、

私たちもいろいろな委員会、学校訪問等で試食はしております。確かに材料費はほかの弁当とか

から比べれば単価は安いと思います。でもこれは確かに安いのもありますけれども、これは手数

料というのは一切含まれておりませんので、ただの材料費です。弁当にすればつくる手数料なん

かあれば、500円、400円とかになると思うんですけれども、それも含めまして、学校給食という

のは本当に各給食センターの栄養士は、一応献立に対してはカロリー計算等も入れて、大変頑張

っておりますけれども、ただ、やはり給食というのは生もの、例えば魚の生ものとか使えればい

いんですけれども、どうしても食中毒ということもありますので、揚げ物とか、熱を入れた給食

がまず多くなるわけです。それで、バイキングとか、学校に行って、生徒さんとか、バイキング

給食、いろいろなものを食べさせながら、アンケートをとりながらやっているわけですけれども、

家で食べる料理、普通の食堂に行って食べる料理よりは違うと思いますけれども、できるだけそ

のように、おいしい給食を出すようには栄養士は努力しております。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ありませんか。25番、川守田稔君。 

 

〇25番（川守田稔君） 確かにそのとおりだって私も何となく想像はつくんですね。ですけれど

も、何か普段食べている人、児童たちはそれはいいのかも知れないしね、私らみたいなたまに食

うやつのおせっかいなことかも知れないという感覚もあるんですけれども、もう少し何というか、

食というのを考える余地は多分あるんだと思うんですが、その辺を努力していただきたいなとい

うこと。 
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 それから、それに関連することだと思うんですが、例えば、新しい給食センターができますね。

できたとしますね、そうすると、今３カ所で別個に運営しているその経費の圧縮というのができ

るんだと思うんですよ。その辺が例えば調理の委託料の部分でどのくらい減るかということがわ

かっているのであれば、お答えいただきたいと思うんです。大体の勘定ができているのであれば。 

 それから、先ほどの立花議員の質問に重なるんですけれども、野菜の納入の件なんです。地産

地消ということになると、どこから始めようかというと、学校給食は非常にいい環境にあると思

うんですよ。それで、新しい学校給食センターというのができ上がれば、例えばＨＡＣＣＰに準

ずるような衛生管理をなさると思うんですけれども、そういったときに、ネックになるというの

は納品業者の生産履歴であるとか、残留農薬の管理であるとか、そういうＨＡＣＣＰというプロ

グラムの中で、必須になるんだと思うんですね。ただ、ＨＡＣＣＰの認証を取ることが大事だと

私は思わないんですが、去年、岩手の金ヶ崎の学校給食センターを視察に行ったときには、やは

り厳密な衛生管理というのはなさっておったんですが、ＨＡＣＣＰの認証は取っていないという

ことだったんです。それはどういうことかと言うと、いわゆる野菜もやはり地元からの納入の分

があって、その辺の生産履歴であるとか、そういったことが不完全だったようで、その施設自体

のＨＡＣＣＰという認証は取れていないって、私は解釈したんですが、そういったことからもい

きますと、例えば給食の食材として納入することに限らず町全体の野菜の管理というのが、学校

給食センターをきっかけにできてくるかと思うんですが、私はそう思っているんですが、ぜひ、

今の形態での納品は非常にＨＡＣＣＰ等に絡むのは難しいと思うんですが、そういった取り組み

をなさっていく計画、新しい給食センターを建設するに当たって、そういう計画があるものかど

うかというのをお伺いしたい。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） お答えいたします。 

最初の給食の料理のおいしいという中で、確かに給食というのは家で食べるのと違って、その

場でつくって、その場ですぐ食べるとはいかないので、冷める、要するに温かいものもある程度

冷えます。ですから、新しい給食センターがいろいろなことを今、ＨＡＣＣＰ方式も言われまし

たけれども、その中で、衛生管理はもちろんのこと、やはり今まではＨＡＣＣＰ方式にも取り組

んでいきたいと考えておりますけれども、これはまだ設計の段階でないので、いろいろな方面か

らそれもいろいろな施設の方の今現在そういうオール電化でやっている施設もありますので、そ
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ういう施設を参考にして進めていきたいと思っております。 

また、調理の中のやはり給食センターというのは、建物というよりも中身だと思っております

ので、今、学校に運ぶためにコンテナなんかありますけれども、これにも新しい今オール電化の

中の給食センターの中では、熱を入れたまま、温度が入ったままの保温しながら、それから冷や

しながら、冷たいものは冷たく冷やしながら、温かいものは温かくして、それを保って学校に運

ぶということもいろいろな面でも考えております。 

ＨＡＣＣＰに関してはすごく奥が深いので、なかなかどのように、どこまでＨＡＣＣＰを採用

できるのかは、これから協議していきたいと思っております。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑はございませんか。 

 

〇25番（川守田稔君） コストはどうですか。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） 調理のコストですよね。今、他の新しい給食センター、オール電

化の施設におきましては、やはり今までやってきている調理とは全然別個な調理方法なので、や

はりなれるまでは人数は今ぐらいの状態でいかなければ、１回に一気に減らすというわけにはい

かないというお話は聞いております。これもなれるにしたがって、電化の調理ですので、やはり

なれることによって、技術的なことにおいても人数、労働力は少なくすることは可能だとは聞い

ております。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ありませんか。27番、工藤久夫君。 

 

〇27番（工藤久夫君） 今のお話を聞いていて、ちょっと気になるのは、たしか私ら去年、金ヶ

崎のオール電化の給食センターを見てきたわけです。オール電化のいい点、悪い点、ある程度頭

には入れたつもりなんですけれども、今の答弁を聞いていますと、オール電化でもう進めるのは

ほぼ決まったんだというような前提のもとに答弁をしているように聞こえるわけですが、私はオ

ール電化で100％方向が決まったという段階ではなくて、選択の一つだという段階ではないかな

というのがちょっと気になる点です。ですから、どういう方法にしても、安全で、安心な食材を
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使っていい給食を提供するというのは大事だと思うんですが、まず、オール電化でやる場合のメ

リット、デメリットとか、あるいは運営の方法にしても、従来の方法でやるのか、もう全面的に

民間に運営を移管するのか、その辺を十分議論した上で、方向性を打ち出してほしいと、それを

要望して終ります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。学務課長。 

 

〇学務課長（佐々木秀雄君） ただいま質問、私の方もオール電化ということで、もうオール電

化となれば、こういうふうになるということで、私も誤解を受けましたけれども、一つの選択方

向としてはオール電化も考えている。これは蒸気の方、ボイラーもありますので、すべてがそれ

をもうやるということではなく、これからもそういう協議していきながら、学校給食建設運営委

員会という、その中でも、やはりほかの施設もまた参考にしながら進めていかなければならない

と思いますので、一つの選択方法としてのオール電化ということで、私は今話しましたので、ご

了承ください。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） これにて質疑を終結いたします。 

 なお、質疑は、簡潔に、要領よくまとめてお願いいたします。 

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 議案第33号、平成19年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予

算を議題といたします。本案について説明を求めます。商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 議案第33号、平成19年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計

予算についてご説明します。 

 初めに、第１条です。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,276万6,000円とするもので

あります。 

８ページをお開きください。初めに、歳出の主なものからご説明申し上げます。１款１項１目

管理運営費7,246万6,000円でございます。その内訳としましては、７節賃金、これは臨時職員６

名分となっております。それから、パートが３名という形です。それから、11節の需用費3,189

万7,000円の主なものは、燃料費に613万8,000円、光熱水費に877万1,000円、賄い材料費として

1,397万5,000円が主なものです。それから、12節の役務費は214万3,000円の内訳としまして、ク

リーニング料が116万2,000円となります。それから、13節の委託料は施設管理業務に199万2,000

円、清掃業務に487万7,000円です。それから、19節の負担金は386万7,000円、これは退職手当組

合が主なものになっております。 

次に、２款１項１目の予備費に30万円計上しております。 

６ページをお開きください。歳入をご説明申し上げます。歳入、初めに、１款１項１目の農林

漁業体験実習館使用料、これに2,066万円を見込んでおります。 

次に、２款１項１目財産売払収入に4,155万5,000円を見込んでおります。 

それから、３款１項１目一般会計からの繰入金を1,045万1,000円。 

以上で説明を終ります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） ページといたしましては６ページ、１款使用料及び手数料、１項使用料、

１目農林漁業体験実習館使用料、１節農林漁業体験実習館使用料の2,066万円についてでありま
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すが、この質問は、この内容というか、どういう意味を持っている数字なのかの説明なんですが、

まず、これをお答えいただく前に、チェリウスの経営状況等を説明する書類は何も提出されてい

ないのは、少し審議を豊かにするためにはまずいのではないかなということを訴えたいと思いま

す。私は南部町健康増進公社の経営状況を説明する書類を見せていただきました。それには、事

業報告、事業の実施状況や、バーデハウスふくち入館状況などが書いてあります。このような書

類がなければ、資料がなければ、利用者の動向が、これはチェリウスの利用者の動向がつかめな

いと思います。チェリウスの入館状況などについて、これは１点目の質問なんですが、これと、

事業報告を出していただくことはできないでしょうか。 

なお、昨年の決算時の行政報告書には、運営収支状況は書かれてありましたが、もう少し詳し

い資料の提出を求めたいのですが、いかがでしょうか。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） お答えします。 

入館状況等は今現在は１月現在まで把握しておりますので、後ほど資料をお渡ししたいと思い

ますけれども、それでよろしいでしょうか。 

 

〇20番（立花寛子君） はい。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） また、決算等では毎年報告しておりますので、あとそれから主要

成果等でも報告しております。 

それから、１款１項１目使用料の内訳というご質問でしたけれども、これには会議室の使用料、

銭湯の入浴料、それから宿泊料、これらが主なものとなっております。 

 以上で終ります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君 

 

〇20番（立花寛子君） 次に、一般会計繰入金、３款１項１目１節繰入金についての質問です。

1,045万1,000円についてでありますが、昨年の決算には1,700万円ほどの数字が上がっておりま

したが、この一般会計繰入金、この金額では足りなくなることも予想されないでしょうか。とい
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いますのは、チェリウスの利用状況がふえているのか、ふえていないのか、説明があったかも知

れませんけれども、その動向と一般会計繰入金との関係をお知らせください。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 繰入金のご質問でございますけれども、確かに前年度、先日の補

正でも補正しておりまして、最終的には18年度の繰出金は2,500万円となっておりますけれども、

当初予算を組むに当たりまして、チェリウス職員一丸となり、営業努力しまして、幾らでも使用

料、財産売払収入等に努力するという形で、当初予算の編成に当たりましては、繰入金は1,045

万1,000円を計上した次第であります。 

また、経営状況はということでございますけれども、重油等の高騰がありまして、大変圧迫し

ているのも現状であります。また、宴会等も回数等が減ってきておるのも現状でございますが、

これを打開するために、達者村認定商品等を開発しながら、ＰＲに努めて、営業努力に努めると

いう部分でございます。 

以上です。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。５番、川井健雄君。 

 

〇５番（川井健雄君） 立花議員と同じ一般会計からの繰入金なんですが、今年度当初予算で

1,300万円、それに12月の補正で900万円、３月補正で300万円、補正額が1,200万円になっている

んですよね。それで、ちなみに、17年度、合併前のやつも見ましたら、やはり繰入金が2,500万

円になっていました。これは本年度の予算が1,045万円というのはちょっと努力云々の話じゃな

いんじゃないかと思うんですけれども、２年続けて2,500万円の繰入金があるのに、今年度の予

算が1,000万円、その辺、もう少し詳しく説明できませんか。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） チェリウスの担当の方としましては、当初からこういう計上を余

儀なくされるという部分がございます。特別会計ですので、歳入歳出同額としなければならない

ということで、歳出も抑え、歳入も抑えるという形でございますので、年度途中は売上次第によ
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り繰入金がふえたり減ったりするということでございます。経常的に2,000数百万円を繰り入れ

するという状況はどうかということでございますが、当初予算を組むに当たり、町の財政という

形のものも影響しているということでご了解いただきたいと思います。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑、川井健雄君。 

 

〇５番（川井健雄君） だったら最初からこの2,000万円なり、そのぐらいの予算を立てた方が

わかりやすいんじゃないですか。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 当初予算を組む段階で、町の財政の全体的な部分で一応言い方を

変えれば、四半期分という部分で、１期分の繰入金と、こうお考えいただければと思います。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第34号の上程、説明、質疑、討論、採決 



  

－115－ 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 議案第34号、平成19年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算

を議題といたします。本案について説明を求めます。企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） それでは、議案第34号、平成19年度南部町ボートピア交付金事業特別

会計予算についてご説明をいたします。 

 歳入歳出予算でありますが、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ700万1,000円と

定めるものでございます。 

主な内容につきまして、歳出からご説明をいたします。７ページをお開き願います。１款総務

費、１目一般管理費についてでありますけれども、提案理由説明で町長がご説明いたしましたが、

ボートピア交付金の環境整備協力金につきましては、南部町全域における道路、側溝の環境整備

事業と、あと、住民みずからの地域の環境整備を行うまちづくり助成金に充当することとしたも

のでございます。 

それでは、歳出の内容についてご説明をいたします。８節報償費の道路清掃作業に171万6,000

円、それから、14節使用料及び賃借料の機械借上料に138万5,000円、それから、16節原材料の補

修用材料に200万円と。これらにつきましては、18年度では一般会計土木費に計上しておりまし

たけれども、町内の環境整備事業であることから、ボートピア特別会計に組み替えまして、事業

はこれまでどおり建設課で事業実施するものでございます。19節負担金補助及び交付金でありま

すが、ボートピア南部運営協議会負担金にこれまでどおり10万円と。まちづくり助成金について

でございますけれども、これは新規事業としまして、まちづくり助成金に180万円を計上してご

ざいます。この事業は先ほどもご説明をしましたが、住民みずからの地域の環境整備などのまち

づくりを促進するために、事業費の一部上限が30万円でございますけれども、これを助成する事

業で、６地区分を計上してございます。現在、助成金交付要綱や審査基準などの事務手続きを進

めておりますが、想定していますのは、町内会や行政区、それから地域の団体などを対象としま

して、公募により、申請を審査して、助成団体を決定していきたいと考えておりますけれども、

こまかいことにつきましては、今後、上司の指示を仰ぎながら決定することとしてございます。 

次に、歳入についてご説明をいたします。６ページです。１款ボートピア交付金、１目環境整

備協力金についてでありますが、前年度より949万9,000円の減額となっていますのは、売上が低

下していることと、あと、交付率が１％から0.5％になったことによるものでありまして、19年

度は総売上を18年度見込みより5,000万円、3.5％の減を想定しまして、14億円として、その５％、
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700万円を見込んでございます。 

２款繰越金につきましては、款、項、目確保のための1,000円計上でございます。 

以上で説明を終わります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第35号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 議案第35号、平成19年度南部町国民健康保険特別会計予算を議題と

いたします。本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、議案第35号、平成19年度南部町国民健康保険特別

会計予算についてご説明をいたします。 

 第１条に、歳入歳出の総額をそれぞれ28億7,519万円と定めるものでございます。 

歳出の方から説明をいたします。14ページでございます。第１款総務費、１項１目の一般管理

費及び連合会負担金、これは職員の給料とそれから２目は連合会への負担金312万1,000円を含め
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まして、6,396万1,000円とするものでございます。次に、２項町税費でございますが、１目の賦

課徴収費及び納税奨励金、それから、滞納処分費と合わせまして1,544万7,000円でございます。

この中で、１目の13節国保税システム保守等に150万2,000円、それから、２目の納税奨励金は奨

励金として1,088万8,000円を見込んでございます。次に、３項運営協議会費でございますが、運

営協議会に28万3,000円を予定してございます。 

次に、飛びまして次のページをお開き願います。16ページでございます。２款保険給付費、１

項療養諸費、1目の一般被保険者療養給付費から４目の退職者被保険者療養費、合わせまして負

担金、それから５目の審査支払手数料を合わせまして15億4,969万8,000円でございます。５目の

役務費でございますが、審査支払手数料655万円を含んでございます。 

次に、２款２項１目の高額療養費でございますが、１目一般被保険者高額療養費に１億399万

6,000円、それから、退職者被保険者等高額療養給付費に2,875万6,000円、合わせまして１億3,275

万2,000円を見込んでございます。次に、２款保険給付費、４項出産育児諸費でございますが、

1,575万円を予定してございます。これは出産一時金でございますが、45件分を予定してござい

ます。次に、５項葬祭費でございますが、葬祭費に1,000万円、200件を予定してございます。 

次のページをお願いします。３款１項老人保健拠出金、１目老人保健医療費拠出金に４億7,192

万7,000円及び２項２目の事務費に813万8,000円を合わせまして、４億8,006万5,000円を計上し

てございます。 

次に、５款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金の１目高額療養費共同事業拠出金及び２目の

保険財政共同安定化事業拠出金、合わせまして次のページでございますが、３億6,962万円を予

定してございます。 

次に、６款保健事業費、１項保健事業費の疾病予防費でございますが、13節の委託料には1,108

万4,000円を予定してございますが、これは20年度から始まります特定保険審査等実施計画等の

委託料800万円を含むものでございます。 

次に、20ページをお願いいたします。９款でございますが、諸支出金、２項他会計繰出金の１

目直診施設勘定繰出金に682万5,000円を予定してございますが、これは名川病院のレントゲン機

器の更新の費用でございます。 

以上で歳出の説明を終りまして、歳入の方に入りますが、９ページからでございます。歳入、

１款国民健康保険税、１目の一般被保険者健康保険税は５億9,773万4,000円を見込んでございま

す。前年比9,455万3,000円の減でございますが、これはやはり農業所得の低下、それから雇用の

状況が改善されない等を見込みましての減でございます。次に、２目退職者被保険者等国民健康
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保険税でございますが、こちらは公的年金者もふえるというところを見込みまして、前年対比

1,122万3,000円増の9,052万円を予定し、合わせて６億8,825万4,000円とするものでございます。 

次に、３款国庫支出金、１項１目の療養給付費等負担金とそれから２目の高額医療費共同事業

負担金、合わせまして６億9,151万2,000円、これは国からの財政負担緩和支援でございまして、

拠出金の４分の１等を見込んでございます。 

次に、３款２項１目の財政調整交付金でございますが、１億8,648万2,000円、こちらは一般給

付費の約９％を見込んでございます。 

４款療養給付費交付金、１項１目の療養給付費交付金でございますが、３億6,480万6,000円、

社会保険診療支払基金からの交付でございます。 

次に、５款県支出金、１項１目の高額療養共同事業費負担金が1,280万円でございます。 

それから、同じく５款２項の県補助金でございますが、県の財政調整交付金が１億3,973万

4,000円でございます。 

次に、６款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目の高額療養費共同事業交付金が2,560

万1,000円、それから２目の保険財政共同安定化事業交付金３億896万8,000円、合わせまして３

億3,456万9,000円でございます。 

次に、繰入金でございますが、財政調整交付金からの２億3,200万円、それから、次に、同じ

く繰入金他会計繰入金で一般会計からでございますが、出産育児一時金繰入金として1,050万円、

それから、国保保険基盤安定負担金として１億4,311万8,000円、合わせまして22億2,993万円で

ございます。 

繰越金はございません。項目だけでございます。 

以上、簡単でしたが、説明を終ります。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） まずページといたしましては９ページなのですが、１款国民健康保険税、

１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、２目退職被保険者国民健康保険税につ

いてのおのおのの１節から４節についての質問なのですが、その前に、この国保の審議をすると

きに、国保加入者の人数とか、世帯数など、国保会計にかかわる基本的な数字が出されていない

のはまずいのではないでしょうか。ぜひ、審議するときにはこういう基本的な数字の資料を出し
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ていただきたいのですが、いかがでしょうか、まず、第１点お伺いしたいと思います。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 説明の欄には現年分等の説明しかございませんが、今年度予

定をしておりました税の計算では、保険加入世帯数が4,871世帯、１万1,265人でございます。 

以上でございます。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） じゃあ、具体的な数字を読み上げて質問にかえさせていただきます。今

の同じ１款１項１目の１節医療給付費分現年課税分、２節介護納付金分現年課税分、３節医療給

付費分滞納繰越分、４節介護納付金分滞納繰越分、その下、２目退職被保険者等国民健康保険税

の１節医療給付費分現年課税分、２節介護納付金分現年課税分、３節医療給付費分滞納繰越分、

４節介護納付金分滞納繰越金、この金額が書いてあるんですが、これは一体何をあらわしている

のですか、何世帯とか、何人とか、特に滞納分というところがわかるように説明をしていただき

たい。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 計算はそれぞれ詳細にデータに基づいて計算をしてございま

す。ただ、ここに上がっていないだけでございまして、必要であれば提出をしたいと思います。 

次に、滞納の繰越分の計算でございますが、やはり前年からのものを参考にいたしまして計算

してございます。 

以上でございます。 

 

〇委員長（佐々木幹夫君） ほかに質疑ございませんか。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） いつも国保の問題を取り上げるときは、滞納者が何人で、どういう状況

で暮らしているのか、これをぜひ知っていただきたいために訴えているわけですが、なかなかこ




